
令和６年度 仁木町地域おこし協力隊募集要項

【観光振興員】

一般社団法人仁木町観光協会の活性化を目的に、新規事業の展開及び自主財源確保等に向けた

事業展開を行う隊員

目的 仁木町の魅力を高め、国内外の人々との交流を促進し地域産業の発展及び地域経済

の活性化に寄与することや、一般社団法人仁木町観光協会（以下「観光協会」とい

う。）の活性化を目的とした、新規事業の展開、自主財源確保及び各種事業の展開

に向けた活動をしていただきます。

募集人員 ２名

募集対象者 （1）令和６年４月１日現在において、年齢が 65 歳未満の方

（2）普通（準中型）自動車免許を有している方

（3）Word・Excel 等のパソコン作業及び SNS を活用できる方

（4）「都市地域等」から仁木町に住民票を異動し、居住できる方

※「都市地域等」：政令指定都市及び「過疎、山村、離島、半島等の地域」に該当

しない市町村

政令指定都市（詳しくはお問い合わせください。）

（5）心身ともに健康で、地域協力活動に意欲と情熱をもっている方

（6）社交性・伝達力とともに、課題を解決する行動力を持っている方

（7）地域のコミュニティ活動に理解があり、積極的に参加する方

（8）地方公務員法第 16条に規定する欠格事項に該当しない方

活動内容 観光協会での主たる活動は、

（1）観光協会の新規事業展開、自主財源確保に向けた各種事業の立案

（2）会員数拡大

（3）町内イベントの運営

（4）観光プロモーションとマネジメント

（5）後志自動車道仁木 IC 開通に伴う各種事業展開

（6）その他（町及び観光協会から依頼した活動など）

活動場所 観光協会（仁木町北町８丁目 17番地）

雇用関係 無し

活動条件

（1）活動時間は原則として１日につき８時間以内（昼休憩等除く）

（2）活動日数 週４～５日

ただし、活動日数は年間 245 日を超えないものとする。

※１活動日数・活動時間等は、仁木町及び観光協会と協議の上、活動委嘱契約に

基づいて決定します。

※２活動期間中であっても内容を精査したうえで変更する場合があります。

委嘱期間

令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで

ただし、最長で令和９年３月 31日まで延長の可能性があります。

※法改正等に伴い委嘱関係が変更される可能性があります。

報酬
月額２０８，０００円

※そのほか、期末手当等相当額として加算があります。

待遇 （1）住宅費助成 月額 30,000 円を上限に家賃月額の２分の１を助成

（2）国民健康保険税・国民年金等保険料助成 月額 15,000 円

（3）傷害保険助成 年額 30,000 円を上限に助成

民間の保険に加入する場合、助成

（4）交通費助成 月額 15,000 円

自家用車（任意保険加入済）に係る経費の一部を助成



（5）通信連絡費助成 月額 5,000 円助成

活動に必要なインターネット使用料、携帯電話使用料等の一部を助成

（6）旅費及び活動奨励助成 活動に係る経費や町外への交通費等を助成

（7）物品助成 活動用のパソコンは観光協会から貸与

応募期間 令和６年１月 31日（水）～令和６年２月 22 日（木）

応募方法 次の必要書類を企画課未来創生係へ提出してください（令和６年２月 22 日（木）

必着、郵送可）

（1）仁木町地域おこし協力隊応募用紙

（2）住民票の写し（令和６年１月 31日（水）以降に交付されたもの）

（3）普通自動車運転免許証の写し

（4）納税証明書など市町村税に関する滞納がないことを証明できる書類の写し（直

近２年分）（令和６年１月 31 日（水）以降に交付されたもの）

選考 （1）一次選考：仁木町地域おこし協力隊応募用紙による書類選考

応募締切後、１週間を目処に、メールや電話等で応募者全員に選考結果をお知ら

せします。

（2）二次選考：一次選考合格者を対象に、面接試験を実施

日程を調整し、面接試験を実施します。（リモート又は本町にて実施（交通費自己

負担））

申込み

お問合せ先

○募集や地域おこし協力隊制度に関するお問合せ先

企画課未来創生係 担当：中村・冨高

TEL：0135-32-3953（企画課未来創生係） FAX：0135-32-2700

Mail：kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp

○活動内容に関するお問合せ先

産業課商工観光振興係 担当：桂下・清崎

TEL：0135-32-3951（産業課商工観光振興係） FAX：0135-32-2700

Mail：syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp

○住所

〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町 1丁目 36番地 1


